
 

会社情報の適時開示に係る社内体制 

 

 

（１） 適時開示に係る基本姿勢 

 当社グループでは、「タキロンシーアイグループ企業行動基準」に定めるとおり、金融商品取引

法、証券取引所の会社情報適時開示規則およびその他の法令・規則を遵守し、株主、投資家に対し

可能な範囲で正確な会社情報を適時かつ公平に提供することを基本姿勢としております。 

 

（２） 適時開示に係る社内体制の状況 

・ 当社グループでは、適時開示等の情報開示については、当社および子会社等を対象とする「タ

キロンシーアイグループ適時開示基準」を定め、関係部署に配布して適時開示事項の周知を図

っております。また、適時開示規則の改訂および決算値が変動した場合、速やかに「タキロン

シーアイグループ適時開示基準」を更新しております。 

・ タキロンシーアイグループの決算情報および決定事実については、経営企画部にて情報を事前

に入手し、入手した情報により関係部署（経営企画部、法務・コンプライアンス部、財務経理

部、広報・ＩＲ室）にて適時開示の要否について審議をしております。また、審議結果につい

ては、取締役会および経営会議にて報告するとともに、適時開示の要否について確認をしてお

ります。 

・ タキロンシーアイグループの発生事実については、関係部署（経営企画部、法務・コンプライ

アンス部、財務経理部、広報・ＩＲ室）にて情報を入手し、適時開示の要否について審議をし

た上で、臨時を含む取締役会および経営会議を経て、速やかに開示いたします。 

・ 現在開示している会社情報に不適切なものはないと認識しており、今後も社内体制の維持に努

める所存であります。 

 

適時開示に係る社内体制のフローは、以下のとおりであります。 

 

 

（重要性および適時開示情報の検討）

当社および各グループ会社
決算情報・決定事実・発生事実

経営企画部、法務・コンプライアンス部、財務経理部、広報・IR室

取締役会および経営会議

適　時　開　示


